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午前１０時００分 開議

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

─────────────────

○議長（堀 光雄君） ここで、教育長より

発言の申出がありますので、これを許しま

す。

教育長。

○教育長（山内康之君） 議長のお許しを得

て、昨日の私の答弁について発言させていた

だきます。

昨日の小比類巻孝幸議員御質問のウクライ

ナ難民受入れの態勢と状況についての第２点

目、学校の授業など教育環境における言葉の

壁の解消に係る対応の再質問への答弁中、ウ

クライナ避難民に対する通訳者の件で不適切

な発言がありました。その発言部分を削除さ

せていただきたく存じます。

それとともに、謹んで謝罪を申し上げたい

と思います。誠に申し訳ありませんでした。

─────────────────

○議長（堀 光雄君） それでは、本日の議

事は、お手元に配付しております議事日程第

３号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。

西村盛男議員の登壇を願います。

西村議員。

○１３番（西村盛男君） おはようございま

す。１３番、かがやきの西村盛男でございま

す。

早速ではございますが、通告に従いまし

て、市政に対する一般質問をさせていただき

ます。

まずは１件目の行政問題、町内会と行政と

の連携強化についてお伺いをいたします。

申し上げるまでもなく、町内会とは、一定

の地域内に居住する住民の方々が、その地縁

に基づき形成する住民自治組織であり、各地

域における防犯、交通安全、自主防災活動や

環境美化活動、地域行事の実施等に至るま

で、住民が協力し合い、知恵を出し合いなが

ら、活動を通じて住民福祉の向上と地域社会

の発展に寄与されてきた大変重要な組織であ

ります。

近年、全国的に町内会員の高齢化、また、

共働き世帯の増加等に伴い、町内会活動を大

きな負担と感じる方が増えている状況にある

一方で、災害時の避難支援や子供、高齢者の

居場所づくりなど、防災、地域福祉等の面に

おいて町内会が担うべき役割が増してきてい

ると言われております。

自然災害等が発生した際はもちろん、平時

におきましても、地域課題が複雑かつ多様化

する中、町内会が中心となって安心・安全な

住みよい地域づくりへの取組を進めていくた

めには、これまで以上に町内会と行政との連

携強化が必要不可欠であると考えます。

このような中、先般、ある町内会の方々と

の意見交換をさせていただいた際、コロナ禍

にあって町内会活動にも多くの支障が出てい

る。国を挙げてデジタル化が進められている

今、町内会、集会施設等においても時代に順

応した環境整備が必要だと実感している。災

害などの緊急時に備え、行政との迅速な連

携、連絡体制を構築することも重要だし、町

内会のデジタル化が進めば、平時においても

会員の負担軽減や、将来的には若い世代の加

入にもつながるのではないか。しかしなが

ら、それらを独自で導入、維持管理していく

となると、経済的なことも含め負担が大きい

などの御意見をいただきました。

昨年、総務省が実施した自治会、町内会の

デジタル化に関するアンケート結果によりま

すと、全国約２００の市区町村が自治会、町

内会へのデジタル化に関わる取組について既

に支援をしている、または今後支援を予定し

ていると回答し、その支援内容としまして

は、機器の無償貸与、導入費の補助、専門家
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の派遣等が割合として多く、一部の自治会、

町内会では、電子回覧板の導入や集会施設等

活動拠点へのリモート環境を整備、これによ

り人と人との接触を減らす感染対策に加え、

平時における活動の効率化、負担軽減を図る

ことが可能となるとし、国としても多様な取

組を自治体と共有しながら、地域の自主的な

活動を後押ししていく考えであるとのことで

ありました。

地域コミュニティーにおいて非常に重要な

役割を担っている町内会を取り巻く環境が変

化する中、組織としての持続可能性を高める

ことはもとより、町内会と行政との連携強化

を図る取組の一環として、当市においても町

内会のデジタル化に取り組むため、補助制度

等が必要と考えますが、当市の御見解を伺い

ます。

次に、２件目、子育て支援対策についてで

あります。

昨日の一般質問におきまして、春日議員か

らも同様の質問があったところではございま

すが、私なりの視点から、なるべく簡潔に質

問させていただきます。重複する点もあるか

と思いますが、御了承願います。

現在、当市では、子育て支援策の一環とし

まして、保護者の経済的負担を軽減し、育児

環境の向上を図ることなどを目的に、子ども

医療費給付事業に取り組まれており、ゼロ歳

から１５歳、中学校を卒業する年度末までの

お子様は、入院・通院等が基本的に無償で受

けられることとなっております。

このいわゆる子供医療費無償化につきまし

ては、国によりますと、令和２年４月１日時

点で、全国の市区町村のうち約４割が１８歳

までの子供医療費無償化に取り組まれてお

り、全国各地で対象年齢の拡充や所得制限の

撤廃等の動きが広がってきているとのことで

ありました。子育て世代の市民からも、子供

が高校生になると、教育関係費をはじめ経済

的負担が増す中で、子育て環境の充実につな

がる施策は、新たな子育て世代の呼び込みに

向けた市としてのアピールになるのではとの

声もあります。

小檜山市長におかれましては、子育て支援

を自身のマニフェストの最重要項目に掲げ、

これまで各種施策に取り組んでこられました

が、もう一歩踏み込んで、さらなる子育て支

援、子育て環境の充実を実現していただきた

いとの思いから、次の２点について質問いた

します。

まず１点目は、子供医療費無償化に関する

当市の取組状況について伺います。

２点目としまして、対象年齢の拡充に対す

る御見解を伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。御答

弁のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの西村盛男

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの西村議員の御質問の子育て支援

問題、子ども医療費給付事業についての２点

については私から、そのほかにつきましては

政策部長からお答えをさせますので、御了承

願いたいと存じます。

はじめに、第１点目、取組状況等について

お答えします。

当市の子供医療費受給対象者数につきまし

ては、過去３か年の推移を見ますと、令和元

年度は４,５３５人、令和２年度は４,７９１

人、令和３年度は４,３２６人となってお

り、給付額は、令和元年度は１億３,２８２

万７,１５４円、令和２年度は１億９２５万

２,６６３円、令和３年度は１億１,６０３万

６,７７１円となっております。

次に、県内１０市の実施状況につきまして

は、所得制限なしで中学卒業までを対象とし

ているのが当市を含め５市、他の５市は所得

制限ありで中学卒業までを対象としておりま

す。さらに、所得制限ありのうち、弘前市と

八戸市は高校生の入院費のみを対象としてお

ります。

また、当市において対象年齢を高校卒業ま
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で拡充した場合の財政負担額についてです

が、給付費として約１,６００万円、その他

システム改修等の事務費が増額となる見込み

であります。

続きまして、第２点目、対象年齢の拡充に

ついてをお答えします。

現在、当市において子ども医療費給付事業

は、中学卒業までを対象としております。年

齢を高校卒業までに拡充した場合のデメリッ

トにつきましては、国民健康保険の医療給付

費に対する国からの交付金が減額される点で

ございます。

現在、国民健康保険の財政運営が県主体と

なっていることから、減額措置につきまして

は、県からの情報を基に調査・研究してまい

りたいと考えております。

いずれにいたしましても、医療費助成の対

象を高校３年生までに拡充することにつきま

しては、少子化対策及び子育て支援でありま

すことから、当市といたしましても重要課題

として認識しており、関係機関と綿密に協議

し検討してまいりたいと考えております。

私からは、以上であります。

○議長（堀 光雄君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 行政問題の町内

会と行政との連絡強化についてお答えいたし

ます。

現在、当市の町内会との連絡方法は、ほと

んどが電話及び文書の郵送となっておりま

す。

昨年度、新型コロナに関して集会施設に係

る連絡が必要となった際も、そのたびに文書

を全町内会に郵送するなど、一斉に緊急の連

絡ができなかったこともあり、今年度、全町

内会に対し、緊急連絡先としてメールアドレ

スの提供を依頼したところであります。しか

しながら、ほとんどの町内会から提供いただ

けず、また、各集会施設のインターネット環

境につきましても整っていない状況でありま

すが、町内会のデジタル化の推進は、町内会

と行政の連絡強化になるものと認識しており

ます。

御質問のインターネット利用のためのＷｉ

－Ｆｉ環境整備につきましては、管理やセ

キュリティーの課題もあることから、町内会

の動向も確認しながら検討してまいりたいと

考えております。

いずれにいたしましても、町内会は地域コ

ミュニティーを形成する重要な組織でありま

すから、今後も町内会と連携した協働のまち

づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） 御答弁、ありがと

うございます。

質問順に再質問させていただきたいと思い

ます。

まず、１点目の行政問題、町内会と行政と

の連絡強化についてでありますが、御答弁の

中で、現状、緊急時連絡情報が把握できてい

ないということでありました。やはり有事の

際には、行政と町内会というのが綿密に連携

して、迅速に情報交換、情報共有する体制を

構築するというのが大前提だと思っておりま

す。

以前、大雨で一部地域に避難指示が出た際

に、避難指示が出ていない地域でも独り暮ら

しの高齢者が不安だといった場合に、自主的

に町内会の集会所を開放して、そこでまず自

主避難といいますか、不安を抱える方々にそ

こにいていただいたというところもあるの

で、そういったいろいろなケース、壊滅的な

災害が起こった場合は、全てのインフラが停

止したといった場合は、これはまた別ですけ

れども、いろいろなケースがある中で、常に

やはり行政と地域コミュニティーの重要な役

割を担う町内会というのは、常に連携を今よ

りも強化していく取組、そういった下準備と

いうものが必要になってくると思います。

そこについて、先ほど御答弁があったよう

に、連携を今後、情報共有できるような体

制、これは必要だと思いますけれども、市と

してはどのようなお考えをお持ちか、お聞か



- 46 -

せいただければと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

議員御指摘のとおり、現在の連絡手段、電

話や文書だけだというのは、緊急時に対応が

遅れかねません。直ちに連絡が取れる体制を

取りたいと。これはまた町内会の利便性もそ

うですけれども、行政の事務負担にもつなが

るということでありますので、その体制は必

要だと思っております。

今回、町内会長に依頼しましたメールアド

レスについてですが、今後、町内会長に捉わ

れずに、町内会のどなたかに代表連絡先に

なっていただくように、メールアドレスの提

供を依頼していただくとか、あるいは今のＬ

ＩＮＥ等のＳＮＳを活用した仕組みづくり等

も視野に、緊急時に各町内会に一斉に送信で

きるような体制を直ちに構築してまいりたい

と思っております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） ぜひとも早急に取

り組んでいただければと思います。

再々質問ですけれども、質問でも触れまし

たとおり、活動拠点等へのそういったリモー

ト環境の整備についてでありますが、一つ先

進事例を簡単に御紹介させていただくと、静

岡県の掛川市では、自主防災会で有事の際の

連絡手段、また、被害状況等の情報収集や伝

達の迅速化を図るため、タブレットを無償貸

与していると。平時には、市と町内会の情報

連絡手段として活用している。そのほかに

も、ほかの自治体はデジタル化に関する不安

なこと、分からないことを気軽に問い合わせ

られる相談窓口を開設したり、出前講座を

行ったり、市として、町として、町内会と行

政デジタル化を進めるためにいろいろな取組

をされている、こういった自治体もありま

す。

それに加えて、総務省が行った調査により

ますと、個人のインターネット利用率、一つ

の例ですけれども、現在、１３歳から５０代

までは利用率が９０％を超えている。６０代

は８３％、７０代は６０％、８０歳以上は２

５％とのことなのですけれども、今後、将来

を見据えたときに、これらの今インターネッ

ト等を活用している世代がお年を重ねていく

と、スライドしていくということなのです。

これからだんだんインターネット等を活用

できる世代が増えていく中で、やはり町内会

の負担軽減とか、もっと効率的に町内会を運

営するとか、そういった考え方も私は必要に

なってくると思います。

一方で、コミュニティ助成事業といって、

国の制度なのですが、町内会に必要な経費を

助成するものがあるのです。これは宝くじの

関係のものであるのですが、けれども整備を

しても維持管理費はこれは対象外であったり

とか、町内会でもほかに必要なエアコン、草

刈り機、除雪機、備品、いっぱいあるわけ

で、なかなかこれだけで賄い切れない面もこ

れは出てくるのではないかと思っておりま

す。

やはり町内会のデジタル化を進めていく上

で、予算的な支援、補助制度、こういったも

のを札幌市もそうだし愛知県の犬山市も先進

的な取組をされているのですが、市として町

内会の人たちに応援しようと、もっと安心・

安全な地域をつくってもらうために頑張ろう

ということで、様々な取組が行われておりま

す。私も一番お伝えしたいのは、町内会の

方々、本当に無償で頑張っていると。もっと

市としてもその取組を応援してほしいという

思いもある中での質問でございました。

こういった先ほど申し上げた応援する、支

援する制度として、デジタル化を進める上で

の補助金等の制度、これは私、今後、将来を

見据えた上でも三沢には必要になってくると

考えております。それについて市の御見解を

伺いたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

政策部長。
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○政策部長（山﨑 徹君） 再々質問にお答

えいたします。

今、議員から掛川市、札幌市等の名前が出

まして、先進事例を紹介いただきました。

デジタル環境の整備が、利便性だけではな

くて、今、低迷している町内会活動の魅力

アップであったり、加入率の向上、促進にも

つながる期待もあるのかなと、そういうふう

に感じているところです。

現在、三沢市のほうでは、ちょっと進んで

いない部分があるかもしれませんが、今後に

おいて連合町内会、あとは各町内会と意見交

換しながら、様々な場面においてできる限り

町内会活動を後押しできるような方法を考え

てまいりたいと思います。

御提案の町内会のデジタル環境整備の補助

制度、これにつきましては、御紹介いただき

ました先進事例も参考にしながら、また、国

や県や各財団などの制度等も、種々コミュニ

ティーの関係もあると思います。いろいろ調

査・検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） ぜひともそういっ

た意見を様々な場面で聞くということが必要

だと思いますし、そういった中では、声なき

声というか、そういった声もしっかりとすく

い上げていただきたいと思います。

現状は、やはり御高齢の方もたくさんい

らっしゃるので、なかなかこういうデジタル

化とか、そういったものには難色を示す方も

いらっしゃるかもしれませんけれども、一方

では、市としてこういう方向性で、将来を見

据えたときに必要だと思うことは、ある程度

先導して町内会と調整しながら連携を図って

いく、町内会を先導していくという方向性も

必要だと思いますので、ぜひとも期待をした

いと思います。

１件目は、以上になります。

２件目、子育て支援問題についてでござい

ますが、この中の１点目、取組状況等につい

ては承知をいたしました。再質問はありませ

ん。

２点目について、高校生までの拡充につい

てであります。

こちらも非常に頑張っている自治体があり

まして、兵庫県でしょうか、明石市、子育て

支援、五つの独自の制度を採用したと。高校

生まで医療費無償化、中学生の給食費無償

化、第２子以降の保育料完全無料、子供の公

共施設入場料無料、生後３か月から満１歳ま

でおむつを毎月無料でお届けする。この五つ

の独自の制度をやって、これは全て所得制限

なしで行ったと。非常に全国でも注目をされ

た事例だと思いますし、非常に思い切った政

策だと思います。支援制度だと思います。

子供部門の予算を大きく明石市は拡充させ

たことで、現在もずっと人口増加が続いてい

るそうなのです。税収アップ、そして税収

アップした分を、その結果、さらに住みやす

いまちの整備に使って、それによってさらに

移住者が増加する。そういう好循環を生み出

しているというのが、この明石市の事例だと

思います。

しかしながら一方で、これが全て三沢市に

フィットするかといえばそうではないとは思

うのですが、何でも無料で果たしていいのか

と、財源はどうするのかという意見があるこ

とももちろん承知をしておりますし、医療費

の無償化を１８歳まで拡充したことによっ

て、例えば医療施設が混雑してしまうとか、

過剰受診、受診モラルへの対策・対応という

のも必要になってくるかもしれません。いや

いや、無償化より予防に注力すべきだよとい

う意見もあるかと思います。

様々な課題、意見もある中でありますが、

やはり一番は、本来は国の責任の下で全国一

律に無償化対象を拡充していただくのが、こ

れはベストだと思います。様々な場面で要望

もされているかとは思いますが、本当はこれ

がベストなのですが、今、先ほどの答弁で、

市の試算によると約１,６００万円プラスシ

ステム改修費、多分これを合わせても２,０

００万円弱ぐらいで実現できるということだ
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と思います。決して不可能な額ではないと思

いますし、また、もちろん高齢者の方々の暮

らしを守ることも重要なのですが、将来を見

据えたときに、このまちを支えていくのはや

はり子供たちであると思います。しっかりと

予算措置をして、子育てしやすいまちをより

充実した形で取り組んでいただきたいと思っ

ています。

先ほどの答弁の中では、市として重要課題

として認識している旨の発言がありました。

やはり最終的に決断するのは、市のトップで

ある市長だと思いますが、これは今後検討し

ていくというのはどういうスパン、スケ

ジュール感、熱量で検討されていくのか。

例えば任期内、あと１年、任期が約１年あ

ると思います。任期内に実現するのか、もし

くはある程度の道筋をつけて２期目、新聞報

道で目にしましたが、２期目出馬への意向を

示されたということですので、残りの任期期

間である程度の道筋をつけて２期目、これは

重要課題として絶対に成し遂げるという思い

なのか。はたまた、これはやはり長期的な課

題であると。長期的視点に立って取り組んで

いく。例えば国が一定の方針を打ち出すま

で、もしくはほかの自治体がやったのを見

て、三沢市もそれに倣ってやる。そういうど

ういうスケジュール感、思い、熱量でこの問

題に今後取り組まれていくのか、御見解をお

伺いしたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの西村議

員の再質問にお答えをいたします。

在任中に道筋を立てるのかということであ

りますが、年内に結論を出したいと考えてお

ります。当市の医療費助成につきましては、

フルスペックで、つまり入院・通院を問わ

ず、かつ所得制限を設けないで実施したいと

考えております。

判断の時期については、年内と申しました

のは今年の１０月に今後５年間の中期財政見

通しが出来上がりますので、その中の各種財

政指標を分析し、将来にわたって財政支出可

能であると判断できれば、高校３年生まで助

成を行うと決断したいと思います。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 以上で、西村盛男議

員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

遠藤泰子議員の登壇を願います。

遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） ６番、かがやき遠藤

泰子です。通告に従いまして、文化振興問

題、当市の文化財に係る課題と今後の取組、

方向性について質問いたしますので、よろし

くお願いいたします。

北海道・北東北の縄文遺跡群が、昨年７月

２７日、世界文化遺産に登録されました。登

録となったその構成資産について調べました

ところ、縄文時代は１万５,０００年前から

２,４００年前の１万２,０００年以上継続し

たと言われており、青森市の三内丸山遺跡や

七戸町の二ツ森貝塚は、縄文時代中期の約

５,０００年前、八戸市の是川遺跡やつがる

市の亀ヶ岡遺跡は、縄文時代晩期の約３,０

００年から２,４００年前とのことでありま

した。

世界文化遺産登録を契機として、県をはじ

め各地域においてコロナ禍の影響を受けなが

らではありますが、構成資産のＰＲや観光

キャンペーンなど様々な取組が徐々に進めら

れてきております。

令和４年３月に行われた青森県議会一般質

問においては、当市選出の小比類巻正規県議

の三沢空港の利用促進、東京線４便定着に関

する一般質問に対し、三村県知事は、関係機

関と強力に連携した取組や旅行商品の造成の

ほか、縄文遺跡群を活用した広域周遊などに

取り組んでいくと答弁しています。

一方、当市においては、過去の東奥日報の

社説やデーリー東北の時評に掲載された内容

を見ますと、小川原湖の東側にある野口貝塚

は、縄文時代早期約８,５００年前の北海

道・東北で最も古い時代の貝層が見つかった
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とあり、世界文化遺産登録へ向けた機運醸成

にもつながると期待しているとの内容が掲載

されております。

さらに掘り下げて調べますと、野口貝塚に

近接する早稲田⑴貝塚は、日本考古学の世界

では昭和３０年代から全国的に著名であり、

学術的に貴重な北海道・東北最古の貝塚を伴

う遺跡であるとのことでありました。

現在のところ、野口貝塚や早稲田⑴の貝塚

は、国の史跡指定とはなっておらず、北海

道・北東北の縄文遺跡群の構成資産や関連資

産とはなっていないものの、遺跡としての価

値が非常に高く、縄文遺跡群として今後、重

要な役割を果たす可能性があるものと考える

ところであります。

また、これら貝塚以外にも、三沢市内各地

に縄文時代の出土品が数多く発掘されてお

り、歴史民俗資料館に一部が展示され、織笠

団体活動センターには縄文時代の土器類が大

量に保存されているものと思いますが、縄文

遺跡群の世界文化遺産登録が契機となり、観

光、教育、文化、様々な場面で大切な資源と

なり得ると考えるところであります。

このことから、１点目として野口貝塚をは

じめとする市内の遺跡やこれまで発掘された

出土品等の保存、活用に関しまして、現状と

今後の方向性についてお伺いいたします。

次に、民具等に関しての質問となります。

現在、六川目団体活動センターには、旧古

牧温泉、小川原湖民俗博物館から寄贈された

民具類が大量に保存されているものと認識し

ております。民具は、日常生活から生まれた

身近な道具であり、旧古牧温泉渋沢公園の創

設者杉本行雄氏が秘書として仕えた澁澤敬三

氏が民具研究の祖であり、民俗資料として収

集、保存、公開されてきたものであります。

民具の一般公開について検索したところ、

国内では、大阪府吹田市にある国立民族学博

物館のほか、岩手県奥州市、三重県亀山市な

どで一般公開されているようです。このほ

か、富山県砺波市では、市内小学校の３階フ

ロアに民具類約７,５００点が収蔵されてお

り、その中、約６,９００点の民具が平成２

９年３月に国の重要民俗文化財に指定された

とのことであります。

当市においても、コロナ禍以前は、旧六川

目小学校の団体活動センターにおいて、数回

にわたり文化財講座として一般公開されてい

たものと思いますが、アフターコロナを見据

え、国指定重要文化財・南部のさしこ仕事着

コレクションを含め、どのように保存・活用

していくのか、今後の方向性についてお伺い

いたします。

次に、無形民俗文化財についての質問で

す。

市内には、民俗芸能保存会が組織されてお

りますが、少子化や学校の統廃合などによ

り、担い手の確保、後継者の育成が困難と

なっているというお話を伺っております。ま

た、コロナ禍にあって、毎年行われていた伝

統行事も中止や練習等の活動も困難になって

いるものと推察しております。

地域の方々が、これまで代々受け継がれて

きた伝統芸能を途絶えることのないよう、そ

して変わることのないよう、しっかりと子々

孫々へ伝えていかなければならないと考える

ところであります。しかしながら、少子化の

流れの中にあっては、先ほど申し上げた担い

手不足、後継者育成の課題があり、今後、地

域だけでは解決できない保存会も出てくるも

のと危惧しております。

申し上げるまでもなく、無形民俗文化財

は、継承されなければ失われていきます。い

ま一度、各保存会の現状や課題を整理し、地

域の枠を超えることも視野に入れながら、ま

た、人的交流など活動の活発化も促しなが

ら、地域への愛着を醸成し、将来にバトンを

渡すことが必要であると考えますが、当市の

民俗芸能の現状と課題についてどのように捉

えているのかお伺いいたします。

最後に、文化財活用への取組に関してお伺

いいたします。

申し上げてまいりましたとおり、当市には

学術的に貴重な北海道・東北最古級の縄文時
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代の貝塚があり、豊富な量の土器類、埋蔵文

化財が保存されております。また、民具に関

しても、昭和３０年代までの上北地方を中心

に使用された生活道具が大量に保存され、学

術的にも貴重であることから、富山県砺波市

の例を見ても、国の有形民俗文化財への登録

も可能ではないかと思っております。無形文

化財については、これまで脈々と継承されて

きた伝統芸能、地域への愛着を醸成しながら

活発化させ、後世に伝える必要があります。

こうした今現在、三沢市にある有形・無形

の貴重な文化財は、観光資源、教育分野への

活用が求められてきており、どのように活用

していくかをじっくりと議論し、市内全体の

文化財以外の資源との連携も考慮しながら、

観光や商業とも結びつけるなど、有効な活用

方法を模索する時期に来ているものと思いま

す。「未来につなぐ 心安らぐ 国際文化都

市」、いにしえからの資源を活用しながら未

来につなげてほしいと願うところであり、地

域振興における文化財の活用への取組につい

てお伺いいたします。

御答弁、よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの遠藤泰子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

教育長。

○教育長（山内康之君） 文化振興問題の第

１点目、野口貝塚をはじめとする市内の遺跡

やこれまで発掘された出土品等の保存・活用

に関する現状と今後の方向性についてお答え

いたします。

現在、市内では、米軍三沢基地や天ヶ森射

爆撃場の敷地内を含め１２８の遺跡が確認さ

れており、その大部分は縄文時代に属するも

のであります。これらの遺跡を適切に保護す

るため、昭和５０年代以降、様々な開発事業

に伴う発掘調査や出土品の整理、発掘調査報

告書の作成を継続的に行ってきております。

近年では、平成２９年度から市道姉沼２号

線の改修工事に伴う平畑⑶遺跡の発掘調査を

進めておりますが、市内では初となる縄文時

代中期前半の集落跡が現出されており、市の

歴史的空白を埋める重要な成果が得られてお

ります。また、この調査と並行し、平成３０

年度まで実施された野口貝塚と早稲田⑴貝塚

の発掘調査成果を収めた報告書作成を進めて

いるところであります。

出土品については、三沢市歴史民俗資料館

や織笠団体活動センターに収蔵しておりま

す。４０年以上にわたる発掘調査で出土した

遺物の総重量は１０トンを超え、その大部分

は収納しておりますが、一部は見学可能で、

地域を知る学習の一環として市内小学校の児

童が見学に訪れております。

このほか、大学等の考古学や自然科学と

いった各分野の研究者から寄せられる資料調

査の依頼や、県内外の博物館等で開催される

企画展等への貸出しに随時対応しているのが

現状であります。

今後の方向性につきましては、野口貝塚と

早稲田⑴貝塚の報告書を刊行後、重要文化財

級の遺跡という意味を持つ国史跡の指定を２

遺跡合わせて受けるべく、国の文化審議会に

対し意見の具申を計画しております。

この２遺跡は、発掘調査の結果、東北以北

で最古級と考えられる約８,５００年前の貝

塚を伴う遺跡であることが判明しており、当

時の人々がどのような環境下で持続的な生活

を営んでいたのかを理解する上で欠かすこと

のできない極めて重要な遺跡であります。こ

のことから、所定の手続を経て、国史跡の指

定を受けた後、適切な保存管理に取り組むこ

とにより、市内外から多くの方が訪れるよう

な当市が誇る文化遺産の一つになり得るので

はと考えております。

加えて、これまでの発掘調査で得られた出

土品や記録類については、調査成果報告会を

開催するなどして積極的な公開に努めるとと

もに、将来的な公開・活用を視野に入れた再

整理やデジタルデータ化を進めてまいりたい

と考えております。

１点目については、以上でございます。

次に、２点目でございます。市が所蔵する

国指定重要文化財・南部のさしこ仕事着コレ
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クションや六川目団体活動センターに収蔵し

ている民具の保存・活用に関する今後の方向

性についてお答えいたします。

これらの民俗文化財は、小川原湖民俗博物

館で収蔵展示されていたものの一部でありま

す。博物館が解体となった平成２７年までに

市が寄贈を受けた総資料数は、重要文化財さ

しこのほかに、市指定文化財２件を含み約１

万１,５００点を数えます。これらの資料

は、明治時代から昭和３０年代の上北地域や

南部地方で暮らした民衆が実際に使用した生

活道具であり、当時の生活を総合的に理解で

きるものであります。

こうした資料の内容は、民俗学者としても

著名な澁澤敬三氏が提唱した民具学の基本理

念である「民衆の生活道具で地方文化の由来

を示す」という考えが体現されたもので、

質・量ともに充実した国内有数の民俗資料で

あるとともに、澁澤氏の考え方が反映された

民俗資料としては、国内では大阪の国立民俗

博物館と双璧をなす極めて高い学術的価値を

併せ持つものであると認識しております。

このような資料の重要性から、最低限の見

学が可能な収蔵環境を整え、平成２８年から

は活用に関する取組を進めており、コロナ禍

以前になりますが、当市にはじめて赴任した

教職員の研修や一般公開を行っております。

公開は、期間限定でありましたが、市内外か

ら多くの見学者が訪れ、将来にわたる保存や

積極的な公開を望む声が多数寄せられており

ます。

また、この公開を報道で知ったある福祉施

設からは、回想法という認知症予防に用いら

れる手法の一環として見学したいとの申込み

をいただいたことがございます。

今後は、こうした一般公開を継続しつつ、

他の自治体等、博物館等の事例も参考にしな

がら、多角的な視点から活用の検討、実践に

積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

また、文化財指定を受けていない資料につ

いては、貸出し等にも対応できるようデータ

ベース化に取り組むとともに、将来的には、

上北地方の生活道具として国の有形民俗文化

財への登録を目指すことについても検討して

まいりたいと考えております。

次に、第３点目でございます。市内に伝承

されている民俗芸能の現状と課題についてお

答えいたします。

当市には、九つの民俗芸能が伝承されてお

り、県の無形民俗文化財に２件、市の無形民

俗文化財に７件が指定されております。保

存・継承に努めることを目的に組織されてい

る三沢市民俗芸能保存会連絡協議会には、市

内全ての保存会が加盟しており、民俗芸能公

演会を継続開催するとともに、おおむね７年

以上活動している高校生以下を対象に後継者

感謝状を授与するなど、継承に努めていると

ころであります。

課題といたしましては、少子高齢化や過疎

化等による担い手の減少や後継者不足が挙げ

られ、課題解決に向け、民俗芸能保存会連絡

協議会と情報を共有しながら、中長期的な視

点で対応を検討したいと考えております。

それでは、第４点目でございます。教育や

観光等、地域振興における文化財活用への取

組についてお答えいたします。

当市には、重要な遺跡や多数の出土品、学

術的にも価値のある国内有数の民俗資料な

ど、価値が高く、全国的にも誇れる文化財が

数多くございます。

コロナ禍以前は、当市に伝わる文化財の存

在価値を広く知ってもらうことを目的に、三

沢市文化財講座を開催してまいりましたが、

どの回も市内外から予想を超える多くの方に

御参加いただき、その都度、積極的な公開を

求める声が多く寄せられております。このよ

うな声に応えるためにも、多方面への情報発

信をはじめ、公開回数の増加、内容の充実

等、活用に関する様々な取組を進めていく必

要性を感じております。

当市の文化財に対する理解が深まることに

より、教育現場での生きた教材や見学場所と

しての利活用にもつながり、結果として児童
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生徒の郷土愛形成の一助となることが期待さ

れます。

また、観光資源や市のＰＲ教材としても活

用を進めていくことで、地域の振興につなが

るものと考えております。

なお、文化財の適切な保護・保存と積極的

な公開活用は車の両輪であり、相互に機能す

ることで一層の効果が得られるものと認識し

ておりますが、体制や環境については決して

万全とは言えないのが現状であり、今後の大

きな課題であるとも認識しております。こう

した課題解決に対しても、段階的な取組を進

めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） 御答弁、ありがとう

ございました。今、説明を聞いたところ、当

市には非常に貴重な誇れる文化財があり、大

きな可能性があることがうかがえました。

１点だけ質問させていただきます。

１点目の市内の遺跡についてですが、御答

弁では、野口貝塚と早稲田⑴貝塚の報告書を

刊行後、重要文化財級の国史跡指定を受ける

べく、国に意見具申を計画しているとのこと

でありました。北海道・北東北縄文遺跡群の

中でも最古級の学術的に貴重な遺跡が国の指

定を受けることになれば、世界文化遺産に仲

間入りする可能性が出てくるのではないで

しょうか。可能性があるのかないのか、見解

をお伺いいたします。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの再質

問、世界文化遺産に野口貝塚、早稲田⑴貝塚

が追加登録される可能性があるのか否かにつ

いてお答えいたします。

先ほどお答えしましたとおり、野口、早稲

田は、縄文時代早期の貝塚を伴う遺跡とし

て、国史跡指定を目指しております。世界遺

産の構成資産には、貝塚を伴う縄文時代早期

の遺跡がないことや、野口、早稲田も世界遺

産級の遺跡と評価する研究者もいることか

ら、将来的に追加登録となる可能は残されて

いると思われます。

しかし、縄文時代の史跡全てが世界遺産に

なるわけではないというふうなことを考えれ

ば、この２遺跡については、まずは国の史跡

指定を目指す中で、縄文遺跡群への追加登録

の機運を高めていけるよう取組を進めていく

ことが大切だと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

した。ぜひとも貴重な資源を有効活用できる

よう、計画的、一丸となって着実に進めて

いっていただきたいと思います。

再々質問はございません。

○議長（堀 光雄君） 以上で、遠藤泰子議

員の質問を終わります。

これをもって、一般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第２ 議案第４０号から

日程第５ 議案第４３号まで

○議長（堀 光雄君） 次に、日程第２ 議

案第４０号令和４年度三沢市一般会計補正予

算（第２号）から日程第５ 議案第４３号令

和４年度三沢市一般会計補正予算（第３号）

までを一括議題といたします。

─────────────────

◎日程第６ 総括質疑

○議長（堀 光雄君） 日程第６ ただいま

一括議題といたしました全議案に対し、総括

質疑を行いますが、通告がありませんので、

総括質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第７ 特別委員会の設置及び

議案の付託

○議長（堀 光雄君） 日程第７ 特別委員

会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、同じく８名をもって

構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ設
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置し、これに付託の上、慎重に行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（堀 光雄君） 御異議なしと認めま

す。

よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置し、これに付託することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

予算審査特別委員会には、議案第４０号及

び議案第４３号の計２件を、条例等審査特別

委員会には、議案第４１号及び議案第４２号

の計２件をそれぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第８ 特別委員会委員の選任

○議長（堀 光雄君） 日程第８ 特別委員

会委員の選任を行います。

ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、お手元に配付し

ております特別委員会委員及び付託議案一覧

表のとおり指名します。

なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に委員長、副委員長をそれぞれ互選し、議

長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いて、それぞれ願います。

この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。

午前１１時０３分 休憩

────────────────

午前１１時０７分 再開

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果をお知らせいたし

ます。

予算審査特別委員会委員長、瀬崎雅弘委

員、副委員長、西村盛男委員。条例等審査特

別委員会委員長、澤口正義委員、副委員長、

舩見昌功委員とそれぞれ決定した旨の報告が

ありました。

─────────────────

○議長（堀 光雄君） 以上で、本日の日程

は終了しました。

なお、明日から１６日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。

次回本会議は、１７日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

午前１１時０８分 散会
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